
教 育 民 生 委 員 会 記 録 

開 会 年 月 日 平成 24年５月８日 
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審査結果並びに経過 

 

中村委員長開会を宣言し、会議録署名者に野崎委員、吉井委員を指名し、「管外行政視察について」

を議題とし、期間を５月 28 日月曜日から 30 日水曜日の３日間、視察先、視察目的を神奈川県相模

原市にある「総合相模更生病院の病院建設に関する事項について」、静岡県掛川市の「中東遠総合医療

センターの新病院建設に関する事項について」、静岡県御前崎市の「市立御前崎総合病院の経営改善

に向けた取り組み（回復期リハビリテーション病棟開設に伴う効果・影響、医師の撤退に伴う影響

とその後の取り組み）」及び、静岡県伊豆市の「伊豆市学校再編計画の取り組み・課題について」と

決定し、委員会を閉会した。 

 

 

 

開会 午前１時 28分 

 

◎中村豊治委員長 

ただいまから教育民生委員会を開会をいたします。 

本日の出席者は、全員でありますので、会議は成立をいたしております。 

本日、御協議願います案件は、管外行政視察についてであります。 

これより会議に入ります。 

会議録署名者２名を委員長において指名いたします。会議録署名者に野崎委員、吉井委員の御両

名をお願いをいたします。 

審査の方法につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います、御異議ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございます。 

御異議なしと認めます、そのように取り計らいをさせていただきます。 

 

それでは、「管外行政視察について」を御審査願います。 

本件につきましては、４月18日に協議をいただいているものであります。 

 

配付させていただいております資料をごらんいただきたいと思います。 

本視察日につきましては、５月28日月曜日から５月30日水曜日までの３日間、また、視察先につ

きましては、後で具体的に事務局のほうから説明いたしますが、神奈川県の相模原市にあります「総

合相模更生病院の病院建設に関する事項について」、静岡県の掛川市にあります「中東遠総合医療セ

ンターの新病院建設に関する事項について」、さらに静岡県御前崎市にあります「市立御前崎総合病

院の経営改善に向けた取り組み、回復期のリハビリテーション病棟開設に伴う効果・影響、医師の

撤退に伴う影響とその後の取り組みについて」、さらには静岡県伊豆市の「伊豆市学校再編計画の取

り組み・課題について」以上４項目についてを、私ども視察受け入れ先といろいろとお話しをさせ
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ていただきまして、内諾をいたしておるところであります。 

なお、本日の御協議いただきます、委員会からの皆さんのほうからですね、御提案いただきまし

た、野崎委員の「鳥取市の小中学校の特色ある取り組み」、さらには吉井委員の「柏市の豊四季台団

地における在宅医療・地域医療の取り組み等々」正副委員長のほうでいろいろと折衝させていただ

いたんですけれども、視察先の向こうの都合によりまして、受け入れが非常に難しいと、こんなこ

とで御了解をいただきたいというぐあいに思います。 

それでは、具体的に事務局のほうから、この３日間の日程等について説明いただきたいと思いま

す。 

事務局お願いします。 

 

●中川議会事務局書記 

すいません、それでは説明させていただきます。 

今回、視察の日程につきましては、５月28日から５月の30日ということで予定させていただいて

おります。 

まずは、行程表、御手元の資料の行程表に沿って、御説明させていただきます。 

まず、５月28日、宇治山田駅を８時14分発、その後近鉄、ＪＲを乗り継いでいただきまして、相

模原駅のほうに11時51分に着となります。ここで、視察までの間に昼食をとっていただき、視察先

のほうが、総合相模更生病院になるんですけども、こちらの視察の時間が、14時から16時というこ

とで、すでに相手先の、視察先のほうから、この時間でということで指定がありましたので、この

時間で視察のほうをしていただきたいと思います。それで、16時終了予定となりまして、その後、

相模原から掛川まで戻ってまいりまして、掛川のほうに18時10分着となり、この日掛川で宿泊して

いただいて行程を終わります。 

次に、５月の29日の予定になりますが、掛川から、新病院の建設、今実際に建設途中ということ

がありまして、事務組合のほうが主体となって建設を行っております。こちらの中東遠総合医療セ

ンターのほうは掛川市と袋井市の両方の市が再編して新しい病院を作るというところですので、こ

ちらの掛川市勤労者福祉会館のほうで視察の説明をお受けいただきまして、その後現地視察のほう

も予定させていただいておりますので、視察の時間が９時から11時半という形になっております。

その後、掛川から御前崎のほうに向かいますが、この掛川でまずは昼食のほうを取っていただいた

後に、菊川から浜岡まで、こちらのほうが路線バスとなっておりまして、時間が13時52分から14時

24分で、浜岡のほうで降りていただきまして、ここからタクシーで３分という形で記載させていた

だいておりますけども、徒歩でだいたい15分から20分くらいになってくると思います。市立御前崎

総合病院のほうへ、こちらのほうが、15時から17時とたいへん遅い時間帯になっておりますけれど

も、こちらも先方の病院様のほうからこの時間帯でお受けいただけるということで、お話をいただ

いておりますので、申し訳ございませんが、この時間帯で視察のほうを受けていただく形になりま

す。17時終了予定となりまして、その後浜岡から路線バス乗り継ぎまして菊川、掛川のほうに戻っ

てまいりまして、こちらのほうまた掛川のほうで、宿泊していただくかたちになります。 

次に５月30日、最終日なんですけれども、この日、掛川を出発していただきまして、伊豆市のほ

うに、また行くかたちになるんですけども、掛川出発が８時32分、伊豆市のほうが修善寺駅のほう

に10時４分着になりますので、10時４分着で徒歩13分というかたちで、伊豆市役所のほうに向かい

ます。伊豆市役所のほうで、10時半から12時までの間視察のほうを受けていただきまして、視察終
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了後、修善寺、市内、伊豆市内で昼食を取っていただき、その後伊勢市のほうへ戻ってくるという

行程を組まさせていただきましたので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございました。 

最後の資料につきましてはですね、添付をさせていただいておりますので、また改めて確認をお

願いをしたいというぐあいに思います。 

今、あの事務局のほうから、説明があったわけでありますが、御発言はありましたらお願いをい

たします。 

御発言ございませんか。 

 

ございませんか。 

あの、掛川市連泊ということになりますので、同じところにですね、28、29ということで泊まっ

ていただくと、そこに荷物を置いていただいて、各視察先にお邪魔させていただくということにな

ろうかと思いますので、その点も含めてですね、お願いをしたいというように思います。 

それでは、お諮りいたします。 

本視察日、視察先、視察目的につきましては、ただいま事務局のほうから説明させていただきま

したが、決定をさせていただきまして、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

ありがとうございます。御異議なしと認めます。そのように決定をいたしました。 

本件行政視察の日程等につきましては、閉会中の継続調査として、委員会の視察承認につきまし

ては、議長に申し出をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

はい、ありがとうございます。御異議なしと認めます。そのように決定をいたしました。 

また、日程等につきましてはさらにですね、詳細に詰める必要がありますので、行程等の細部の

変更につきましてはですね、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

はい、ありがとうございます。御異議なしと認めます。そのように決定をさせていただきます。 

なお、なおですね、今の日程を確認をいただいたんですけれども、視察先への質問項目等につき

ましては、もしございましたら、５月11日までに事務局のほうへ視察質問項目について、５月11日

でございます。金曜日ですね、金曜日までに事務局のほうに各視察先の質問項目について整理をし

ていただいて提出をお願いをしたいというぐあいに思います。 

よろしいですね、はい。 

次に、今回の視察報告書につきましては、視察終了後、各委員から視察に対する所感についてで
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すね、所感について、６月の８日まで、まあ10日以内に正副委員長、又は事務局のほうへ提出をし

ていただきたいというぐあいに思います。 

さらには、委員会いたしましてはですね、報告書を提出するということで決定をさせていただき

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

はい、ありがとうございます。御異議なしと認めます。そのように決定をさせていただきます。 

 

以上で御審査いただく案件につきましてはすべて終わりましたので、これをもちまして教育民生

委員会を閉会させていただきます。 

 

 

閉会 午前 11時 12分 

 

  

 

上記署名する 

  平成 24年５月８日 

 

    委 員 長 

 

 

 

    委   員 
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